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１．豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030（改訂版）について 

  本ビジョンは、2021（令和 3）年 3 月に策定した「豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030」
を、進捗状況や社会環境などの変化を踏まえ、計画の中間地点である 2025（令和 7）年度に
改訂します。 

 

２．位置付け 

  本ビジョンは「第６次豊橋市総合計画」の個別計画として、2030（令和 12）年度までの上
下水道事業の「基本理念」「目標とする姿」を示すとともに、その実現に向けた「取り組みの
基本方針」「主な取り組み」を示すものです。 

また、総務省が公営企業に策定を求める「経営戦略」や「豊橋市公共施設等総合管理方針
（2017（平成 29）年 3 月）」に基づく個別施設計画としても位置付けます。加えて、国連で採
択された SDGs（2015（平成 27）年）や国の「新水道ビジョン（2013（平成 25）年 3 月）」、
「新下水道ビジョン（2014（平成 26）年 7 月）」を踏まえたものとします。 

 

３．計画期間 

  2021（令和 3）年度から 2030（令和 12）年度の 10 年間を計画期間とします。 
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４．基本理念 

市民生活や企業活動にとって必要不可欠な水道水を供給する水道事業、生活環境の改善、河
川や海など公共用水域の水質保全、市街地の浸水防除を担う下水道事業、どちらも市民の日常
生活を支える重要な生活の基盤です。 

水需要の減少や施設の老朽化に加え、気候変動による災害の激甚化など、経営を取り巻く環
境は時代とともに変化しますが、どのような状況においても、市民生活や企業活動に欠かせな
い上下水道サービスを変わらず安定的に提供し、さらに次の時代へと引き継ぐことこそが、上
下水道局の使命であると考えます。 

基本理念は、これまでのビジョンと同じく『未来へ引き継ぐ豊橋の上下水道』とします。 
 

未来へ引き継ぐ豊橋の上下水道 
 

− とどけます きれいな水を み ん な の 元 へ − 
− かえします きれいな水を み ん な の 海 へ − 
− つなぎます きれいな水を みんなの未来へ − 

 
 

５．進捗管理 

  本ビジョンにおいて設定した指標、取り組み、収支状況について、毎年度進捗状況を確認し、
豊橋市上下水道事業経営検討委員会等で報告を行います。 
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１．事業概要 

（１）事業内容 
   本市の水道事業は、1930（昭和 5）年に通水を開始し、2025（令和 7）年には通水から 95

年となります。この間に 8 次にわたる拡張事業を実施し、重要なライフラインとして市民生
活や企業活動を支えてきました。 

   主な水道施設ですが、浄水場等施設として、小鷹野浄水場など２カ所の浄水場、多米配水
場など 5 カ所の配水場などがあります。水道管として、導水管・送水管・配水管合わせ約
2,268km の延長となっています。 

水道料金については、1976（昭和 51）年に用途別から口径別へ改定を行い、現在は基本
料金と 5 段階の水量料金による料金体系を採用しています。 

 
①基本情報 

供用開始年月日 1930（昭和 5）年 3 月 29 日 
地方公営企業法適用 1953（昭和 28）年 1 月 1 日 
給水人口 364,338 人 
給水人口普及率 99.9％ 

   ※各数値は 2024（令和６）年度末時点 
 

②施設 
水源 自己水（伏流水・地下水・表流水）、愛知県営水道受水 
取水場 １施設（下条） 
浄水場 ２施設（高山、小鷹野） 
配水場 ５施設（多米、高山、北部、南部、東部） 
給水所 ９施設（南栄、下地、細谷、下条、大岩 ほか） 
加圧所 ７施設（吉祥、中山、長楽、中原、雲谷 ほか） 
圧力制御所 10 施設（今橋、小畷、柱八番、畑ケ田、飯村 ほか） 
計測所 13 施設（杉山、松山、前芝、東脇、内張 ほか） 
導水管 18km 
送水管 14km 
配水管 2,235km 
配水能力 138,300 ㎥/日 
※各数値は 2024（令和６）年度末時点 
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＜水道施設のイメージ＞ 

 
 

 
 
 
 
 
  

取水場 浄水場

配水場

導水管

送水管

配水管

圧力をかけて水道水を配水している。
水道水の流れ
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③料金 
  ・1 月ごとに基本料金と水量料金を合計した額が水道料金です。 

 
2026（令和８）年 4 月 1 日施行 

［基本料金（税抜）］ 
・メーターの口径別に 10 種類としています。（250mm 以上は廃止） 

口径(mm) 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 
基本料金(円) 480 円 1,310 円 2,250 円 3,500 円 6,900 円 12,000 円 

       
口径(mm) 75mm 100mm 150mm 200mm   

基本料金(円) 32,400 円 66,100 円 183,000 円 378,000 円   
［水量料金（税抜）］ 
・一般用は、5 段階の水量区分ごとに 1 ㎥当たりの料金を定めています。 

一般用 水量 10 ㎥まで 11 ㎥〜
20 ㎥ 

21 ㎥〜
50 ㎥ 

51 ㎥〜
100 ㎥ 

101 ㎥ 
以上 

 料金 57 円/㎥ 85 円/㎥ 121 円/㎥ 189 円/㎥ 269 円/㎥ 
臨時用 289 円/㎥ 

私設消火栓用 火災の場合以外 289 円/1 栓 10 分 
 

＜参考＞1984（昭和 59）年 4 月 1 日施行 
［基本料金（税抜）］ 
・メーターの口径別に 12 種類としています。 

口径(mm) 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 
基本料金(円) 530 円 1,450 円 2,500 円 3,900 円 7,700 円 13,300 円 

       
口径(mm) 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 

基本料金(円) 36,000 円 73,400 円 203,000 円 420,000 円 740,000 円 1,180,000 円 
［水量料金（税抜）］ 
・一般用は、5 段階の水量区分ごとに 1 ㎥当たりの料金を定めています。 

一般用 水量 10 ㎥まで 11 ㎥〜
20 ㎥ 

21 ㎥〜
50 ㎥ 

51 ㎥〜
100 ㎥ 

101 ㎥ 
以上 

 料金 28 円/㎥ 56 円/㎥ 92 円/㎥ 160 円/㎥ 240 円/㎥ 
臨時用 260 円/㎥ 

私設消火栓用 火災の場合以外 260 円/1 栓 10 分 
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（２）「豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030」における事業の進捗状況 
「豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030」の計画期間である 2021（令和３）年度から 2024

（令和６）年度までの事業進捗については、老朽化対策として、高山配水場加圧設備の増強・
更新や多米配水場の設備改良のほか、水道管 7,437m の更新工事を実施しました。災害対策と
して、重要給水施設管路の耐震化工事を実施しました。そのほか経営の効率化として、静岡県
湖西市との水道料金収納業務等包括業務委託の共同化を開始しました。 

一方で、水道管路の老朽化による漏水の増加などにより、維持を目標値とした有収率は低下
傾向にあります。また、財政の健全性を示す経常収支比率は目標値を達成しているものの経常
費用の増加により低下傾向にあります。 

以上のことから、一部目標達成の困難が予想される指標等はあるものの、概ね順調に事業を
進めることができました。 

＜主な指標の状況＞ 

項目 2021 
R3 

2022 
R4 

2023 
R5 

2024 
R6 

目標値
2025(R7) 

管種別更新基準年数に基
づく配水管の更新率※1 7.5％ 19.9％ 26.0％ 28.6％ 23.1％ 

有収率※2 93.1％ 93.0％ 92.9％ 91.7％ 維持 

重要給水施設管路の耐
震適合率※3 47.6％ 50.1％ 52.3％ 54.9％ 55％ 

経常収支比率※4 107.53％ 103.56％ 103.71％ 102.3％ 100％以上 

※1：施工延長／10 年間の配水管整備計画延長26km×100 

※2：年間有収水量／年間配水量×100 

※3：重要給水施設に至る耐震管及び耐震適合管延長／重要給水施設に至る管路総延長270km×100 

※4：経常収益／経常費用×100 
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（３）経営及び施設の状況 
   以下のグラフは、経営や施設に関する指標について経年比較や他自治体との比較を行う

ための「経営比較分析表」の一部で、総務省が作成し、各自治体で公表しているものです。
他自治体との比較にあたっては、類似団体（給水人口 30 万人以上）の平均値を示していま
す。 

 
①料金回収率(％) 

全体収支のうち、給水にかかる支出に対する収入の割合を示す指標で、100％を上回ると支
出を収入で賄えていることを示します。本市は類似団体平均を上回っているものの、低下傾向
にあります。主な要因は、動力費や受水費等の経常費用が増加したためです。 

  
 
②給水原価(円)  
 １㎥の水道水を供給するためにかかる費用を示す指標で、低いほど給水に係る費用が低い
ことを示します。本市は類似団体平均を下回っているものの、増加傾向にあります。主な要因
は、動力費や受水費等の経常費用が増加したためです。 
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③施設利用率(％) 
 保有する施設の能力に対し、どの程度利用しているかの割合を示す指標で、高いほど施設能
力を余すことなく活用できていることを示します。本市は類似団体平均を上回っています。 

   
 
 

④有収率(％)  
 造られた水道水のうち、収益化できた水道水の割合を示す指標で、高いほど漏水等なく水道
水を利用者に届けられていることを示します。本市は類似団体平均を上回っているものの、
2024（令和６）年度に大きく低下しています。主な要因は、管の更新工事や耐震化工事に伴う
工事用水が増加したためだと考えられます。 
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⑤有形固定資産減価償却率(％) 
 保有する施設の経年劣化の割合を示す指標で、高いほど施設の老朽化が進んでいることを
示します。本市は類似団体平均を上回っています。老朽化した施設・管路を多く保有している
ため、計画的な改良・更新が必要です。 

  
 
 
⑥企業債残高対給水収益比率(％) 
 料金収入に対する企業債残高の割合を示す指標で、低いほど料金収入に対する企業債残高
の規模が少ないことを示します。本市は建設改良費の財源として内部留保資金を活用し、企業
債の借入を抑制してきたため、類似団体平均を下回っています。 
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（４）将来需要予測 
①予測の概要 

  「豊橋市第６次総合計画（後期基本計画）」における総人口の推計を基礎とし、以下の予測
の流れに沿って、各項目の数値を予測します。予測にあたっては、矢印の前後の項目間の関係
性を示す数値を用います。 

 
［予測の流れ］ 

 

※「豊橋市第６次総合計画（後期基本計画）」における総人口の推計は国勢調査、水道事業
における「行政区内人口」は住民基本台帳の人口を用いているため、「豊橋市第６次総合
計画（後期基本計画）」における総人口の推計を補正したものを「行政区内人口」として
予測しています。 

 
［予測の方法］ 

予測する項目 項目の説明 予測に用いる項目 

給水人口 
給水区域内に居住し、水道に
より給水を受けている人口 

行政区内人口 及び 未普及人口 

給水戸数 給水契約を結んでいる戸数 給水人口 及び 
戸 数 当 た り の
世帯人員 

有収水量 
水道料金徴収の対象となる
水量 

給水戸数 及び 
各 戸 数 の 使 用
水量 

総配水量 
浄水場などから配水された
水量 

有収水量 及び 有収率 

 
  

有収水量 給水人口 
行政区内

人口 総配水量 給水戸数 
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②将来予測 

  ・人口及び水量は減少傾向である一方、戸数は増加傾向にあると予測します。 
 

項目 (単位) 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 

行政区内人口 (人) 360,100 357,600 355,200 352,800 350,400 
給水人口 (人) 359,700 357,300 354,900 352,500 350,100 
給水戸数 (戸) 174,200 174,400 174,500 174,700 174,900 
有収水量 (千㎥) 36,353 36,023 35,701 35,383 35,075 
総配水量 (千㎥) 39,633 39,262 38,900 38,544 38,196 

 

項目 (単位) 2031 
R13 

2032 
R14 

2033 
R15 

2034 
R16 

2035 
R17 

行政区内人口 (人) 347,700 345,100 342,500 339,800 337,200 
給水人口 (人) 347,500 344,900 342,300 339,600 337,000 
給水戸数 (戸) 175,000 175,100 175,200 175,300 175,400 
有収水量 (千㎥) 34,748 34,431 34,121 33,818 33,521 
総配水量 (千㎥) 37,840 37,495 37,156 36,827 36,504 
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給水人口及び給水戸数 

  
 

有収水量及び総配水量 

  
 ※数値表示は、2024、2026、2030、2035 を表示しています。 
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（５）水道事業を取り巻く現況と課題 
①水道水の安定供給 

・本市の水道事業における有形固定資産減価償却率は、2024（令和６）年度末時点におい
て 56.24％と全国の類似団体平均 53.15％を上回っており、水道施設の老朽化が進んでい
ます。効率的な配水がされているかを示す有収率は低下傾向にあり、修繕費用も増加傾向
にあるため、安定給水の確保のため計画的な改良・更新が必要です。 

・配水本管は災害対策として複線化を進めているものの、導水管や送水管の多くは単線で
す。漏水や管路損傷等による断水のリスクを避けるため、導水管や送水管の複線化が必要
です。 

・2026（令和 8）年度から新たに水質基準項目となる有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）
への対応が求められています。その他の項目についても国の動向に注視しつつ、信頼性の
高い水質検査体制に基づく水質管理を行う必要があります。 

・本市の水道事業の水源は、約３割を自己水源で供給しており、残りの約７割を愛知県営水
道の受水で補うことで、安定的に給水を行ってきました。今後も、自己水源の水質や水量
を維持し、渇水時などにも安定的に給水ができるよう、効率的な水運用を行うことが必要
です。 

 
 

②災害対策 
・令和６年能登半島地震を踏まえ、上下水道一体で耐震化を推進する方針が国から示され、

本市においても、災害時に上下水道機能の確保が必要な重要施設を考慮した上下水道耐
震化計画を策定しました。今後も国の動向を注視しつつ、水道施設の耐震化を効率的かつ
計画的に進めていく必要があります。 

・令和６年能登半島地震における被災地支援の経験を生かし、ソフト対策についてもより
一層進めていく必要があります。 

・災害時の早期の復旧においては地域の水道工事事業者が重要な役割を担っています。災
害時の迅速な復旧を行うため、協力体制を強化する必要があります。 
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③経営・事業運営 

・本市の給水人口や水需要、料金収入は減少傾向にある一方で、物価上昇に伴い経常費用が
増加しています。老朽化した水道施設の改良・更新や耐震化のさらなる推進などにより、
今後も事業運営に係る費用は増加することが予想されるため、より一層の経営の効率化
や財政状況を踏まえた水道料金の見直しを行う必要があります。 

・上記の課題に対応するため、業務を効率化する仕組みや水道利用者の利便性向上につな
がるシステムなど、技術発展を活用した新たな手法の導入により、経営基盤の強化を図っ
ていく必要があります。 

・計画に基づく老朽化対策や耐震化工事など業務量の増加が見込まれる一方で、本市では
技術職員の採用に苦慮しており、水道施設の整備や管理を担う人材の確保は年々と厳し
さを増しています。官民連携手法の導入、水道分野における専門人材の確保や育成によ
り、事業の実施体制を維持していく必要があります。 

・これらの諸課題は、東三河地域においても共通する課題であり、この地域における持続的
な水道事業の運営を実現するため、施設管理・業務の共同化や人材育成など、さらなる広
域連携のあり方について検討を進める必要があります。 

・水道事業の役割や維持管理の必要性について市民の皆様にご理解いただけるよう、利用
者ニーズの把握や、SNS、イベントなどを活用した積極的な広報活動に取り組んでいく必
要があります。 
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２．基本計画 

（１）目標とする姿 
 

   
 

水道水の安定供給 
施設の改良・更新が進み、安全で安心な水道水を安定的に供給できているとと

もに、災害時には被害を最小限にとどめ、早期に復旧できる体制が整っている。 
 
（２）取り組みの基本方針と主な取り組み 

 取り組みの基本方針  主な取り組み 
１ 安全・安心な ① 水道施設等の維持管理 
 水道水の安定供給 ② 信頼性の高い水質検査体制に基づく水質管理 
  ③ 効率的な水運用 

２ 災害対策の推進 ① 水道施設の耐震化の推進 
  ② 災害対応力の強化 

３ 経営の効率化と ① 経営基盤の強化 
 安定的な事業運営 ② 人材の確保・育成 
  ③ 利用者サービスの向上 
  ④ 広域連携の推進 
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 取り組みの基本方針 １ 安全・安心な水道水の安定供給  

安全で安心な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道施設の計画的な改良・更新や適
切な維持管理、信頼性の高い検査体制に基づく水質管理を実施するとともに、自己水源(地下水)
の涵養・保全のため、愛知県営水道とのバランスの取れた水運用を行います。 
 

主な取り組み 
①水道施設等の維持管理 

○老朽化した水道施設の計画的な改良・更新 
○漏水多発管路の適時更新 
○基幹管路の複線化による供給ルートの確保 
○貯水槽水道の適正管理に関する指導・助言 
＜関連する事業計画＞ 

  ・配水管整備事業（P24） 

・浄水場等整備事業（P25） 

 
 

②信頼性の高い水質検査体制に基づく水質管理 

○水道 GLP に基づく水質管理及び認定維持 
○新たな水質基準項目などに関する情報収集・対応 

 
 
③効率的な水運用 

○自己水源の水質保全のための涵養運転 
○愛知県営水道の効率的な受水 

 

 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
安定給水率 100％ 100％ 
断水等無く、年間で安定した給水が行えていることを確認する指標。 
100%を目指す。   
管種別更新基準年数に基づく配水管の更新率 28.6％ 100％ 
水道管路の更新の進捗を確認する指標。 
2030（令和 12）年度までの計画 26km の更新完了を目指す。   
有収率 91.7％ 91.8％以上 
漏水等なく配水した水道水が利用者に届いていることを確認する指標。 
2024（令和 6）年度を上回ることを目指す。   
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 取り組みの基本方針 ２ 災害対策の推進  

災害時においても水道水を安定的に供給するため、水道システムの急所施設や避難所等の重
要施設に繋がる水道管などを優先した上下水道一体での計画的な耐震化を進めるとともに、災
害対応力の強化を図ります。 
 

主な取り組み 
①水道施設の耐震化の推進 

○取水施設などの給水にかかる急所施設（ポンプ所）の耐震化 
○災害時の活動拠点となる医療施設や避難所などの重要施設を優先した管路の耐震化 
＜関連する事業計画＞ 

・水道管耐震化事業（P24） 

・浄水場等耐震化事業（P25）  

 
 

②災害対応力の強化 

○「上下水道事業継続計画(BCP)」の定期的な見直し及び災害対応訓練の実施 
○耐震性貯水槽を用いた住民合同防災訓練の実施 
○近隣水道事業体や地域の工事事業者等との災害時協力体制の強化 
○応急給水活動体制の強化 
○被災地に対する応急給水及び応急復旧活動の支援 

 

 

 

 

 

 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
急所施設(ポンプ所)の耐震化率 66.9％ 88.0％ 
急所施設の耐震化の進捗を確認する指標（54 か所のポンプ能力で算出）。 

 耐震化及び耐震診断が必要な 14 施設のうち、12 施設の耐震化を目指す。   
重要施設管路の耐震適合率 54.9％ 70.0％ 
重要施設につながる水道管路の耐震化の進捗を確認する指標。 
2040（令和 22）年の完了目標 277km のうち 70%完了を目指す。   
耐震性貯水槽設置校区での住民合同災害訓練の実施 12 校区 23 校区 
住民も操作ができるようにするための訓練実施状況を確認する指標。 
2030（令和 12）年までに全 23 校区での実施を目指す。   
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 取り組みの基本方針 ３ 経営の効率化と安定的な事業運営  

安定的な事業運営を行うため、水道料金の確実な徴収に加えて、デジタル技術を活用した業務
効率化などによる一層の経営基盤の強化を図るとともに、事業運営に必要な人材の確保や水道
事業への利用者の理解と協力を得るための広報活動を行います。また、周辺自治体への水道技術
支援などにより、広域連携を推進し、地域全体の安定的な事業運営に貢献します。 
 

主な取り組み 
①経営基盤の強化 

○デジタル技術を活用した漏水調査及び施設点検 
○スマートメーターの活用 
○新技術の導入による新たな業務効率化手法の検討 
○財政状況を踏まえた水道料金の見直し 
○料金収入以外の財源確保 
 

②人材の確保・育成 
○外部研修への積極的な参加による専門人材の養成 
○実践型の水道技術研修の実施 
 

③利用者サービスの向上 
○断水や水質などサービス内容に関する情報発信 
○丁寧な利用者対応やニーズの把握 
○水道事業への理解促進のための広報活動や参加型イベントの開催 
○ICT の活用等による利便性の向上 
 

④広域連携の推進 
○東三河地域など他の水道事業体への技術支援 
○事務の共同化などの新たな業務効率化手法の検討 

 
 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
料金回収率 100.8％ 100%以上 
給水にかかる収益を経費で除した、財政状況の健全性を確認する指標。 
収益が経費を上回る 100％以上を目指す。   
企業債残高対給水収益比率 96.3％ 

類似団体
平均以下※ 

借り入れた企業債残高の健全性を確認する指標。 
類似団体平均以下となることを目指す。  

 

 ※企業債残高対給水収益比率の目標値は、毎年度の類似団体平均を確認し、それ以下となることを目指します。な
お、2024（令和６）年度の類似団体平均は 253.22%です。  
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３．事業計画（投資試算） 

  基本計画で掲げた取り組みのうち、事業費が大きく、かつ計画的に実施する投資的な事業に
ついて、事業内容および事業費を事業計画として定めます。 

 
（１）水道管整備事業 

水道の管路施設に関する老朽化対策および耐震化の事業です。 
 

①事業内容 
ア．配水管整備事業（第 9 期） 

○本市が独自に設定した管種別更新基準年数により、法定耐用年数にとらわれない効率
的な老朽管路の更新を行うとともに、漏水多発管路の更新を行います。 

◎導送水管の複線化は、2029（令和 11）年から基本設計を開始します。 
   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

水道管整備計画の見直し    ○ ○ − 
管路の更新（km） 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 15.9 

 
イ．水道管耐震化事業（第 2 期） 

○災害時の活動拠点となる医療施設や避難所などの重要施設（269 施設（うち下水道区域
内 202 施設））へ供給する水道管路の耐震化を進めます。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

水道管整備計画の見直し    ○ ○ − 
管路の耐震化（km） 4.2 8.8 9.0 8.8 8.8 39.6 

 
※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 

 
②事業費 

（単位：百万円） 

事業名 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ア.配水管整備事業 472 472 472 472 492 2,380 
イ.水道管耐震化事業 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

合計 2,472 2,472 2,472 2,472 2,492 12,380 
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（２）水道施設整備事業（第 3 期（後期）） 

浄水場や取水場などの施設に関する老朽化対策および耐震化の事業です。 
 

①事業内容 
ア．浄水場等整備事業 

○浄水場や取水場などの、老朽化設備の更新を行います。小鷹野浄水場においては、隣接
する愛知県の浄水施設と連携した更新を行います。 

     

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

水道施設整備基本計画の見直し    ○ ○ − 
設備更新（小鷹野浄水場） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（下条取水場） ○ ○ ○   − 
設備更新（小畷圧力制御所）  ○ ○   − 
設備更新（今橋圧力制御所）   ○ ○  − 
設備更新（多米配水場）     ○ − 

 
イ．浄水場等耐震化事業 

◎上水道システムの急所施設である取水施設等（ポンプ所）の耐震化を行います。 
  

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

水道施設整備基本計画の見直し    ○ ○ − 
耐震調査（下条取水場） ○     − 
耐震化（下条給水所水源） ○  ○   − 
耐震化（小鷹野浄水場水源）    ○  − 
耐震化（南栄給水所水源）    ○  − 
耐震化（池上給水所水源）  ○    − 

 
※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 

 
②事業費 

（単位：百万円） 

事業名 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ア.浄水場等整備事業 188 596 1,032 1,320 1,524 4,661 
イ.浄水場等耐震化事業 44 60 60 40 0 204 

合計 232 656 1,092 1,360 1,524 4,864 
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＜事業費の推移＞ 

   
  ※全ての事業の事業費を合計しています。 
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４．資金計画（財源試算） 

「５．財政見通し」を作成するにあたり、財源については次のように見込みました。 
 

（１）収益的収入 
   収益的収入における財源の見込みです。 
 

①水道料金 
 「１．事業概要」の「（４）将来需要予測」に基づき、金額を計上しています。 

（単位：百万円（税抜）） 

区分 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 

1.基本料金 1,179 2,296 2,298 2,301 2,303 
2.水量料金 3,496 3,598 3,568 3,538 3,509 
3.水道料金（1＋２） 4,675 5,893 5,866 5,838 5,812 

 

事業内容 2031 
R13 

2032 
R14 

2033 
R15 

2034 
R16 

2035 
R17 

1.基本料金 2,304 2,305 2,306 2,307 2,308 
2.水量料金 3,478 3,448 3,418 3,390 3,361 
3.水道料金（1＋２） 5,782 5,753 5,725 5,697 5,670 

 
  ※令和 8 年度は、物価高騰対策等を目的とした国の重点支援地方交付金を活用した基本料

金の免除（６か月分）の実施により基本料金を減額している。 
 

②他会計負担金 
地方公営企業法及び総務省の定める繰出基準に基づく一般会計からの繰入金を計上して

います。 
・地方公営企業法 第 17 条の２第 1 項第 1 号 

その性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 
例）消火栓維持管理負担金、基本料金の免除に伴う一般会計負担金（令和８年度のみ） 

  ・地方公営企業法 第 17 条の３ 
災害の復旧その他特別の理由により必要がある経費には、一般会計又は他の特別会計か
ら地方公営企業の特別会計に補助することができる 
例）児童手当費負担金 
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（２）資本的収入 
   資本的収入における財源の見込みです。 
 

①企業債 
   毎年度の借入額は、本市の企業債残高対給水収益比率が、類似団体平均を超えないように

計上しています。 
 
②負担金 

水道の新規加入者に対する加入金等について計上しています。 
 
③国庫補助金等 

国庫補助金の補助対象となる事業について、現時点の補助制度に基づき計上しています。 
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５．財政見通し 

 
（１）財政見通しの考え方 
 

①収益的収入 
 「４．資金計画（財源試算）」に基づき計上しています。 
 
②収益的支出 
 ・人件費は、2026（令和 8）年度予算の職員定数に基づき、年１％の上昇を見込んで計上

しています。 
 ・物件費は、2026（令和 8）年度予算の費用をもとに、年１％の上昇を見込んで計上して

います。 
 ・減価償却費は、過去に取得した資産及び将来取得する見込みである資産をもとに計上し

ています。 
 ・支払利息は、過去に借り入れた企業債及び将来借り入れる見込みの企業債について、

2026（令和 8）年度予算の借り入れ条件をもとに計算した利息を計上しています。 
 
③資本的収入 
 ・「４．資金計画（財源試算）」に基づき計上しています。 
 
 
④資本的支出 

・建設改良費は、「３．事業計画（投資試算）」に基づき計上しています。 
  ・償還金は、過去に借り入れた企業債及び将来借り入れる見込みの企業債について、2025

（令和 7）年度予算の借り入れ条件をもとに計算した元金償還金を計上しています。 
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（２）財政見通し（令和８年４月 1 日施行料金） 

 
  

１ 収益的収支（税抜） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

水道料金 4,675 5,893 5,866 5,838 5,812 5,782 5,753 5,725 5,697 5,670
他会計負担金 1,168 22 22 22 22 22 22 22 22 22
他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
その他収益 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
長期前受金戻入 526 522 527 545 549 568 592 607 629 647
計 6,800 6,868 6,846 6,836 6,814 6,803 6,798 6,785 6,779 6,770
人件費 815 823 831 839 848 856 865 873 882 891
物件費 3,305 3,313 3,342 3,374 3,411 3,465 3,489 3,505 3,536 3,563
減価償却費等 1,934 1,969 2,012 2,078 2,140 2,193 2,297 2,367 2,467 2,552
支払利息 61 88 116 148 189 221 259 296 339 366
受託事業費等 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
計 6,491 6,569 6,677 6,815 6,964 7,111 7,286 7,417 7,600 7,748

309 299 169 21 △ 150 △ 308 △ 488 △ 632 △ 821 △ 978
213 182 481 514 44 △ 106 △ 414 △ 902 △ 1,534 △ 2,355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 0 136 491 0 0 0 0 0 0
182 481 514 44 △ 106 △ 414 △ 902 △ 1,534 △ 2,355 △ 3,333

２ 資本的収支（税込） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

企業債 1,484 1,492 1,709 1,880 2,008 2,558 2,226 2,580 1,869 2,319
負担金 402 388 390 390 391 391 391 392 392 392
国庫補助金等 328 307 340 323 323 400 400 400 400 400
一般会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2,214 2,187 2,439 2,593 2,722 3,349 3,017 3,372 2,661 3,111
水道管整備費 2,472 2,472 2,472 2,472 2,492 3,310 3,780 3,780 3,780 3,780
水道施設整備費 232 656 1,092 1,360 1,524 1,806 672 1,379 894 2,017
一般建設改良費等 1,441 671 715 686 676 669 679 707 720 706
償還金 420 411 433 466 500 515 565 613 667 761
計 4,565 4,210 4,712 4,984 5,192 6,300 5,696 6,479 6,061 7,264

△ 2,351 △ 2,023 △ 2,273 △ 2,391 △ 2,470 △ 2,951 △ 2,679 △ 3,107 △ 3,400 △ 4,153
582 308 0 0 △ 486 △ 1,328 △ 1,879 △ 2,734 △ 3,850 △ 5,549

３ 内部留保資金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

182 481 514 44 △ 106 △ 414 △ 902 △ 1,534 △ 2,355 △ 3,333
582 308 0 0 △ 486 △ 1,328 △ 1,879 △ 2,734 △ 3,850 △ 5,549
764 789 514 44 △ 592 △ 1,742 △ 2,781 △ 4,268 △ 6,205 △ 8,882

積立金（予定処分）
繰越利益剰余金

区分      年度

収
入

支
出

差引不足額
差引不足額充当後 補填財源残額

区分      年度

繰越利益剰余金
補填財源 残額
内部留保資金 計

積立金

区分      年度

収
益

費
用

損益
前年度繰越利益剰余金



- 31 - 
 

   

 序
章 

 

第
１
章 

事
業
概
要 

 

水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

第
２
章 

事
業
概
要 

 

下
水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

 

参
考
資
料 

 

 

 
 
 

 
・公営企業の貯金となる内部留保資金は、2030（令和 12）年度にマイナスとなるため、水

道料金の改定が必要です。 
  

４ 企業債残高 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

6,619 7,700 8,976 10,390 11,898 13,941 15,602 17,569 18,771 20,329

５ 一般会計繰入金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

1,168 22 22 22 22 22 22 22 22 22
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1,187 41 41 41 41 41 41 41 41 41

企業債残高 計

区分      年度

収益的収入
資本的収入
一般会計繰入金 計

区分      年度
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（３）財政見通し（今後の料金改定後） 
 

①料金改定の考え方 
ア．算定期間 

算定期間とは、料金算定の基礎となる原価（費用）を集計する期間のことです。算定期
間は水道料金算定要領（日本水道協会）において 3〜5 年程度が適当とされており、算定
期間が長期になるほど、経済動向や需要の推移など不確定要素を多く含むことから、算
定期間は４年とします。 

 
イ．内部留保資金の水準 

内部留保資金がマイナスとなってしまうと、事業継続に支障をきたすため、内部留保資
金がマイナスとなる前に改定を行うことが必要です。ただし、大規模災害など、一定期間
料金収入が途絶えてしまうことも考慮し、備えるべき内部留保資金の水準を今後検討す
る必要があります。 

 
②料金改定の想定 

   今後必要となる費用等を見込み作成した財政見通しをもとに試算すると、2030（令和
12）年度（改定率約 19％）及び 2034（令和 16）年度（改定率約 19％）に料金改定が必
要になります。実際の料金改定にあたっては、各事業の進捗や経費削減効果を踏まえて財
政状況の見通しを適宜更新し、適切な改定の時期や率を検討します。 
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 ③財政見通し（2030(令和 12)年度および 2034(令和 16)年度の料金改定後） 

 
  

１ 収益的収支（税抜） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

水道料金 4,675 5,893 5,866 5,838 6,916 6,880 6,846 6,812 8,068 8,029
他会計負担金 1,168 22 22 22 22 22 22 22 22 22
他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377
その他収益 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
長期前受金戻入 526 522 527 545 549 568 592 607 629 647
計 6,800 6,868 6,846 6,836 7,918 7,901 7,891 7,872 9,150 9,129
人件費 815 823 831 839 848 856 865 873 882 891
物件費 3,305 3,313 3,342 3,374 3,411 3,465 3,489 3,505 3,536 3,563
減価償却費等 1,934 1,969 2,012 2,078 2,140 2,193 2,297 2,367 2,467 2,552
支払利息 61 88 116 148 189 221 259 296 339 366
受託事業費等 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
計 6,491 6,569 6,677 6,815 6,964 7,111 7,286 7,417 7,600 7,748

309 299 169 21 954 790 605 455 1,550 1,381
213 182 481 514 44 512 460 514 114 548

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 0 136 491 486 842 551 855 1,116 1,699
182 481 514 44 512 460 514 114 548 230

２ 資本的収支（税込） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

企業債 1,484 1,492 1,709 1,880 2,008 2,558 2,226 2,580 1,869 2,319
負担金 402 388 390 390 391 391 391 392 392 392
国庫補助金等 328 307 340 323 323 400 400 400 400 400
一般会計出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2,214 2,187 2,439 2,593 2,722 3,349 3,017 3,372 2,661 3,111
水道管整備費 2,472 2,472 2,472 2,472 2,492 3,310 3,780 3,780 3,780 3,780
水道施設整備費 232 656 1,092 1,360 1,524 1,806 672 1,379 894 2,017
一般建設改良費等 1,441 671 715 686 676 669 679 707 720 706
償還金 420 411 433 466 500 515 565 613 667 761
計 4,565 4,210 4,712 4,984 5,192 6,300 5,696 6,479 6,061 7,264

△ 2,351 △ 2,023 △ 2,273 △ 2,391 △ 2,470 △ 2,951 △ 2,679 △ 3,107 △ 3,400 △ 4,153
582 308 0 0 0 0 0 0 0 0

３ 内部留保資金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

182 481 514 44 512 460 514 114 548 230
582 308 0 0 0 0 0 0 0 0
764 789 514 44 512 460 514 114 548 230

差引不足額充当後 補填財源残額

区分      年度

繰越利益剰余金
補填財源 残額
内部留保資金 計

差引不足額

区分      年度

収
益

費
用

損益
前年度繰越利益剰余金
積立金
積立金（予定処分）
繰越利益剰余金

区分      年度

収
入

支
出
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４ 企業債残高 （単位：百万円）

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

6,619 7,700 8,976 10,390 11,898 13,941 15,602 17,569 18,771 20,329

５ 一般会計繰入金 （単位：百万円）

2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

1,168 22 22 22 22 22 22 22 22 22

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1,187 41 41 41 41 41 41 41 41 41一般会計繰入金 計

区分      年度

企業債残高 計

区分      年度

収益的収入

資本的収入
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 第２章 下水道事業 
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１．事業概要 

（１）事業内容 
   本市では、主に市街地の下水（汚水及び雨水）を処理、排除する公共下水道事業と、公共

下水道の区域外の下水（汚水）を一定の地域ごとに処理する地域下水道事業を行っており、
地域下水道事業については、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、し尿処理施設等
のいずれかの手法により整備を行ってきました。 

1935（昭和 10）年に野田処理場で処理を開始してから、2025（令和７）年で 90 年とな
ります。この間、生活環境の改善、河川や海などの公共用水域の水質保全、市街地の浸水防
除などの役割を果たしてきました。 

   主な下水道施設は、中島処理場など 15 カ所の処理場、菰口ポンプ場など 16 カ所のポン
プ場、約 1,618km の管路施設があります。また、下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥、生ごみを
混合メタン発酵させ、発生するバイオガスで発電を行うバイオマス利活用センターが 2017
（平成 29）年 10 月に稼働しました。 

   下水道使用料は、公共下水道では 1984（昭和 59）年に水道料金比例制から下水道独自の
使用料体系へと改定を行い、基本使用料と 5 段階の従量使用料による使用料体系に変更し、
地域下水道では 2000（平成 12）年に戸割定額制から公共下水道と同じく従量制の使用料体
系へと改定しました。 

 
＜事業の区分＞ 

本市の下水道事業は、「豊橋市の下水道事業に地方公営企業法を適用する条例」に基づき、
以下の事業区分により運営しています。 

地方公営企業法 条例における事業区分 地方公営企業決算状況調査における事業区分 
豊橋市下水道事業 公共下水道事業 公共下水道 
 地域下水道事業 特定環境保全公共下水道 
  農業集落排水施設 
  その他（し尿処理施設） 
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①基本情報 

供用開始年月日 1935（昭和 10）年 8 月 10 日 
地方公営企業法適用 1955（昭和 30）年 4 月 1 日 
排水人口 294,613 人 
排水人口普及率 80.34％ 
汚水処理人口普及率 92.5％ 

   ※各数値は 2024（令和６）年度末時点 
  

②施設 
処理場 15 施設（中島、富士見台、天津、高根、豊南 ほか） 
ポンプ場 16 施設（梅薮、菰口、羽根井、鍵田、有楽 ほか） 
合流管 451km 
分流式(汚水)管 1,082km 
分流式(雨水)管 84km 
汚泥処理施設 1 施設（バイオマス利活用センター） 
処理能力 132,347 ㎥/日 
※各数値は 2024（令和６）年度末時点 
 

＜下水道施設のイメージ＞ 

 

  

処理場

ポンプ場
合流管

分流式(汚水)管

分流式(雨水)管

ポンプ場

管の勾配によって自然流下により流れる。
下水の流れ
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③使用料 
  ・使用料体系は、公共下水道事業と地域下水道事業で分かれています。 

・1 月ごとに基本使用料と従量使用料を合計した額が下水道使用料です。 
 
 
＜公共下水道事業＞（2019（平成 31）年 3 月 1 日施行） 

  ［基本使用料（税抜）］ 
770 円（一般用のみ） 

［従量使用料（税抜）］ 
・一般用は、5 段階の排出量区分ごとに 1 ㎥当たりの料金を定めています。 

一般用 排出量 10 ㎥まで 11 ㎥〜
20 ㎥ 

21 ㎥〜
50 ㎥ 

51 ㎥〜
100 ㎥ 

101 ㎥ 
以上 

 使用料 10 円/㎥ 120 円/㎥ 190 円/㎥ 270 円/㎥ 300 円/㎥ 
臨時用 300 円/㎥ 

 
＜地域下水道事業＞（2019（平成 31）年 3 月 1 日施行） 

  ［基本使用料（税抜）］ 
900 円（一般用のみ） 

［従量使用料（税抜）］ 
・一般用は、5 段階の排出量区分ごとに 1 ㎥当たりの料金を定めています。 

一般用 排出量 10 ㎥まで 11 ㎥〜
20 ㎥ 

21 ㎥〜
50 ㎥ 

51 ㎥〜
100 ㎥ 

101 ㎥ 
以上 

 使用料 10 円/㎥ 140 円/㎥ 220 円/㎥ 310 円/㎥ 350 円/㎥ 
臨時用 350 円/㎥ 
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（２）「豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030」における事業の進捗状況 
「豊橋市上下水道ビジョン 2021-2030」の計画期間である 2021（令和３）年度から 2024

（令和６）年度までの事業進捗については、未普及対策として、吉田方・橋良・牛川地区の整
備を進めました。老朽化対策としては、公共下水道では、ストックマネジメント計画に基づき、
処理場３施設、ポンプ場２施設、管路施設 11,951m の改築を実施しました。また、野田処理
場を中島処理場に統合するための幹線管路施設や合流中継ポンプ棟を整備し、統合を完了し
ました。災害対策として、処理場、ポンプ場 24 設備、管路施設 1,669m、マンホール 43 基の
耐震工事を実施しました。浸水対策として、下地排水区において 842m の雨水管を整備し、下
地排水区の整備を完了しました。また野田処理場跡地に建設する新たな合流雨水ポンプ場の
実施設計の一部を行うとともに、中島処理場の耐水化工事の一部を実施しました。 

一方で、ストックマネジメント計画に基づく施設の整備においては、国庫補助金が要望通り
交付されなかったこともあり、各施設の個々の設備の更新は進捗しているものの、施設全体の
設備更新が完了している施設は未だない状況となっています。また、財政の健全性を示す経常
収支比率は、経常費用の増加により低下傾向にあります。 

以上のことから、一部目標達成の困難が予想される指標等はあるものの、概ね順調に事業を
進めることができました。 

＜主な指標の状況＞ 

項目 2021 
R3 

2022 
R4 

2023 
R5 

2024 
R6 

目標値 
2025(R7) 

ストックマネジメント計
画に基づく施設整備率※1 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 62.5% 

ストックマネジメント計画
に基づく管きょ健全率※2 68.4％ 68.1％ 69.2％ 72.4％ 73.7％ 

施設耐震化率（処理場・
ポンプ場）※3 58.8％ 59.5％ 59.9％ 61.6％ 61.6％ 

管きょ耐震化率※4 66.7％ 66.8％ 67.0％ 67.2％ 67.2％ 

経常収支比率 
（公共下水道事業）※5 110.37％ 106.68％ 104.12％ 104.2％ 100％以上 

経常収支比率 
（地域下水道事業）※5 102.14％ 100.15％ 99.00％ 97.6％ 100％以上 

※1：整備済み施設数／10 年間の整備対象施設数８施設×100 

※2：（健全な管きょ延長＋改修済み管きょ延長）／10 年間の健全化対象管きょ延長210km×100 

※3：（耐震性能有構造物数＋耐震化済構造物数）／構造物数 289×100 

※4：（耐震性能有管きょ延長＋耐震化済管きょ延長）／重要な管きょ延長314.4km 

     総合地震対策計画の見直しにより、実績値および目標値を修正しています。 

※5：経常収益／経常費用×100 
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（３）経営及び施設の状況 
   以下のグラフは、経営や施設に関する指標について経年比較や他自治体との比較を行う

ための「経営比較分析表」の一部で、総務省が作成し、各自治体で公表しているものです。
他自治体との比較にあたっては、類似団体（処理区内人口 10 万人以上かつ処理区内人口密
度区分 50 人/ha 以上かつ供用開始 30 年以上）の平均値を示しています。 

なお、本市は下水道事業の合計、類似団体平均は公共下水道事業のみを示しています。 
 
①経費回収率(％) 

全体収支のうち、汚水処理にかかる支出に対する収入の割合を示す指標で、100％を上回る
と支出を収入で賄えていることを示します。本市は類似団体平均を上回っているものの、低下
傾向にあります。主な要因は、動力費や減価償却費等の汚水処理費が増加したためです。 

  
 
②汚水処理原価(円)  
 １㎥の汚水を処理するためにかかる費用を示す指標で、低いほど汚水処理に係る費用が低
いことを示します。本市は類似団体平均を下回っているものの、上昇傾向にあります。主な要
因は、動力費や減価償却費等の汚水処理費が増加したためです。 
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③施設利用率(％) 
 保有する施設の能力に対し、どの程度利用しているかの割合を示す指標で、高いほど施設能
力を余すことなく活用できていることを示します。本市は 2023（令和５）年度から類似団体
平均を上回っています。2023（令和 5）年 6 月に野田処理場を休止し、中島処理場への統合を
行ったことにより効率化が図られたためです。 

  
 

④有収率(％)  
 処理場で処理した汚水のうち、収益化できた処理水量の割合を示す指標で、高いほど浸入水
等なく、汚水のみを効率よく処理できていることを示します。本市は類似団体平均を下回って
おり、低下傾向にあります。主な要因は、地下水等の浸入による不明水の増加によるものと考
えられます。 

  
 ※「経営比較分析表」の項目にはありませんが、重要な指標であるため、掲載しています。 
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⑤有形固定資産減価償却率(％) 
 保有する施設の経年劣化の割合を示す指標で、高いほど施設の老朽化が進んでいることを
示します。本市は類似団体平均を上回っています。老朽化した施設・管路施設を多く保有して
いるため、計画的な改築・更新が必要です。 

  
 
 

⑥企業債残高対事業規模比率(％) 
 使用料収入に対する企業債残高の割合を示す指標で、低いほど使用料収入に対する企業債
残高の規模が少ないことを示します。本市は類似団体平均下回っているものの、改築・更新費
用の財源として企業債を活用しているため上昇傾向にあります。 
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（４）将来需要予測 
①予測の概要 
 「豊橋市第６次総合計画（後期基本計画）」における総人口の推計を基礎とし、以下の予測
の流れに沿って、各項目の数値を予測します。予測にあたっては、矢印の前後の項目間の関係
性を示す数値を用います。 

  なお、排水人口では今後の下水道未普及地区の整備による増加分の人口を見込んでいます。 
 
［予測の流れ］ 

 
※「豊橋市第６次総合計画（後期基本計画）」における総人口の推計は国勢調査、下水道事

業における「行政区内人口」は住民基本台帳の人口を用いているため、「豊橋市第６次総
合計画（後期基本計画）」における総人口の推計を補正したものを「行政区内人口」とし
て予測しています。 

 
［予測の方法］ 

予測する項目 項目の説明 予測に用いる項目 

排水人口 下水道を使用できる人口 行政区内人口 及び 普及率 

排水戸数 下水道を使用できる戸数 排水人口 及び 
戸数当たりの 
世帯人員 

水洗化人口 
下水道に接続して実際に使
用している人口 

排水人口 及び 人口水洗化率 

水洗化戸数 
下水道に接続して実際に使
用している戸数 

水洗化人口 及び 
戸 数 当 た り の
世帯人員 

有収水量 
下水道使用料徴収の対象と
なる水量 

水洗化戸数 及び 
各 戸 数 の 使 用
水量 

汚水処理水量 
下水処理場で処理した水量
から雨水を除いた水量 

有収水量 及び 有収率 

総処理水量 
下水処理場で処理した水量
の合計 

汚水処理水量 及び 不明水量 

   
  

有収水量 
行政区内

人口 
排水人口 

総処理 
水量 

排水戸数 

水洗化 
人口 

水洗化 
戸数 

汚水 
処理水量 
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②将来予測 
  ・人口及び水量は減少傾向である一方、戸数は増加傾向にあると予測します。 
  ・総処理水量は主に雨水の増減によって変動し、雨水の予測は困難なため、過去の平均で一

定としています。 
 

項目 (単位) 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 

行政区内人口 (人) 360,100 357,600 355,200 352,800 350,400 
排水人口 (人) 291,000 289,800 288,600 288,000 286,600 
排水戸数 (戸) 137,400 137,800 138,200 138,900 139,200 
水洗化人口 (人) 283,900 283,000 282,100 281,700 280,700 
水洗化戸数 (戸) 133,600 134,100 134,600 135,400 135,900 
有収水量 (千㎥) 29,086 28,830 28,579 28,370 28,125 
汚水処理水量 (千㎥) 39,763 39,691 39,622 39,608 39,541 
総処理水量 (千㎥) 44,849 44,777 44,707 44,694 44,627 

 

項目 (単位) 2031 
R13 

2032 
R14 

2033 
R15 

2034 
R16 

2035 
R17 

行政区内人口 (人) 347,700 345,100 342,500 339,800 337,200 
排水人口 (人) 284,900 282,700 280,600 278,400 276,300 
排水戸数 (戸) 139,500 139,500 139,600 139,700 139,700 
水洗化人口 (人) 279,200 277,500 275,700 273,800 271,900 
水洗化戸数 (戸) 136,200 136,400 136,600 136,800 136,900 
有収水量 (千㎥) 27,851 27,562 27,268 26,989 26,704 
汚水処理水量 (千㎥) 39,430 39,292 39,145 39,013 38,869 
総処理水量 (千㎥) 44,516 44,378 44,230 44,099 43,955 
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排水人口及び排水戸数 

 
 

水洗化人口及び水洗化戸数 

  
 

有収水量、汚水処理水量及び総処理水量 

  
 ※数値表示は、2024、2026、2030、2035 を表示しています。 
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（５）下水道事業を取り巻く現況と課題 
①下水道の維持・整備 

・2025（令和 7）年 1 月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因するとされる
道路事故を受け、全国特別重点調査が実施されるなど、老朽化対策が課題となっていま
す。また、本市の下水道事業における有形固定資産減価償却率は 2024（令和６）年度末
時点において 49.67％と全国の類似団体平均 36.70％を上回っており、下水道施設全体で
も老朽化が進んでいます。処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合を
示す有収率は低下傾向にあり、修繕費用も増加傾向にあるため、適切な下水処理のための
計画的な改築・更新が必要です。 

・2024（令和６）年度末時点の汚水処理人口普及率は、92.5%です。全国では 93.7％、愛知
県では 93.6％であり、本市はわずかに低い状況です。生活環境の向上のため、下水道未
普及地区への整備を進める必要があります。 

 
②災害対策 

・2024（令和６）年１月に発生した能登半島地震を踏まえ、上下水道一体で耐震化を推進
する方針が国から示され、本市においても、災害時に上下水道機能の確保が必要な重要施
設を考慮した上下水道耐震化計画を策定しました。今後も国の動向を注視しつつ、下水道
施設の耐震化を効率的かつ計画的に進めていく必要があります。 

・2024（令和６）年１月に発生した能登半島地震における被災地応援の経験を生かし、ソ
フト対策についてもより一層進めていく必要があります。 

・近年、気候変動による局地的な豪雨が全国各地で発生しており、本市における浸水対策に
対する考え方を整理し、気候変動による影響を踏まえた計画的な浸水対策を行う必要が
あります。 
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③経営・事業運営 

・本市の排水人口や使用料収入は減少傾向にある一方で、物価上昇に伴い経常費用が増加
しています。老朽化した下水道施設の改築・更新や耐震化のさらなる推進などにより、今
後も事業運営に係る費用は増加することが予想されるため、より一層の経営の効率化や
財政状況を踏まえた下水道使用料の見直しを行う必要があります。 

・上記の課題に対応するため、業務を効率化する仕組みや下水道利用者の利便性向上につ
ながるシステムなど、技術発展を活用した新たな手法の導入により、経営基盤の強化を図
っていく必要があります。 

・計画に基づく老朽化対策や耐震化対策など業務量の増加が見込まれる一方で、本市では
技術職員の採用に苦慮しており、下水道施設の整備や管理を担う人材の確保は年々と厳
しさを増しています。水の官民連携（ウォーターPPP）などの官民連携手法の導入や下水
道分野における専門人材の確保・育成により、事業の実施体制を維持していく必要があり
ます。 

・これらの諸課題は、東三河地域においても共通する課題であり、この地域における持続的
な下水道事業の運営を実現するため、施設管理・業務の共同化や人材育成など、さらなる
広域連携のあり方について検討を進める必要があります。 

・下水道事業の役割や維持管理の必要性について市民の皆様にご理解いただけるよう、利
用者ニーズの把握や、SNS、イベントなどを活用した積極的な広報活動に取り組んでいく
必要があります。 
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２．基本計画 

（１）目標とする姿     
 

下水の適正処理 
下水道施設の改築・更新や下水道未普及地区の整備により、汚水及び雨水の適

正な処理が行われ、生活環境が向上し、三河湾の水質が保全されているとともに、
地震や大雨による被害が軽減されている。 

 
（２）取り組みの基本方針と主な取り組み 

 取り組みの基本方針  主な取り組み 
１ 下水道の維持・整備 ① 下水道施設の維持管理 
  ② 下水道未普及地区の整備 

２ 災害対策の推進 ① 下水道施設の耐震化の推進 
  ② 雨水対策の推進 
  ③ 災害対応力の強化 

３ 経営の効率化と ① 経営基盤の強化 
 安定的な事業運営 ② 人材の確保・育成 
  ③ 利用者サービスの向上 
  ④ 広域連携の推進 
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 取り組みの基本方針 １ 下水道の維持・整備  

生活環境の向上や三河湾など公共用水域の水質を保全するため、老朽化した下水道施設の計
画的な改築・更新や適切な維持管理、処理水質の管理に取り組むとともに、「豊橋市汚水適正処
理構想」や「豊橋市立地適正化計画」に踏まえ下水道未普及地区の整備を推進します。 
 

主な取り組み 
①下水道施設の維持管理 

○老朽化した下水道施設の計画的な改築・更新 
○ロック機能のないマンホール蓋の取替 
○老朽化した下水道施設の再構築 
○処理水質の適正管理 
○環境負荷の軽減に配慮した汚泥のエネルギー化 

  ＜関連する事業計画＞ 

 ・ストックマネジメント事業（P53,57） 

   ・農業集落排水施設最適整備事業、し尿処理施設等再整備事業（P58） 

   ・中島処理場再構築事業（P55） 

 ・処理場再編・再構築事業（P59） 

 
②下水道未普及地区の整備 

○橋良地区、牛川地区の下水道の整備 
○東三ノ輪地区における下水道整備の着手 

  ＜関連する事業計画＞ 

 ・未普及対策事業（P52） 

 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
ストックマネジメント計画に基づく施設整備率 37.5％ 100％ 
処理場やポンプ場の設備更新の進捗を確認する指標。 
2030（令和 12）年度までの更新計画の完了を目指す。   
全国特別重点調査対象管路施設の健全化率 0％ 100％ 
対策が必要と判断された 15.1km の健全化の進捗を確認する指標。 
2030（令和 12）年度までの事業完了を目指す。   
下水道整備面積 5,522.9ha 5,619.4ha 
下水道未普及地区における整備の進捗を確認する指標。 
整備中の 3 地区の整備完了を目指す。   
汚水処理人口普及率 92.5％ 94.6％ 
下水道および合併浄化槽の普及状況を確認する指標。 
下水道等を整備し汚水処理人口の増加を目指す。   
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 取り組みの基本方針 ２ 災害対策の推進  

災害時においても下水を適正に処理するため、上下水道一体での計画的な下水道管路施設や
処理場等の耐震化を進めるとともに、浸水被害を軽減するため、雨水排除能力や施設の耐水性能
の向上に取り組みます。 
 

主な取り組み 
①下水道施設の耐震化の推進 

○下水処理において重要な処理場やポンプ場の耐震化 
○防災拠点の下流等に埋設されている管路施設の耐震化 
○マンホールの浮上防止対策 
 ＜関連する事業計画＞ 

・総合地震対策事業（P54,57） 
 
②雨水対策の推進 

○内水による浸水被害を軽減するための施設整備 
○河川氾濫等の処理場、ポンプ場への被害軽減を図る耐水化 
○老朽化に伴う新たな合流雨水ポンプ場の建設 
○内水ハザードマップを活用した災害時の自助・共助活動の意識向上 

＜関連する事業計画＞ 

  ・浸水対策事業（P54） 

   ・耐水化対策事業（P55,58） 

   ・野田地区施設再構築事業（P55） 
 

③災害対応力の強化 

○「上下水道事業継続計画(BCP)」の定期的な見直し及び災害対応訓練の実施 
 ○近隣下水道事業体や地域の工事事業者等との災害時協力体制の強化 

 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
処理場・ポンプ場の耐震化率 61.6％ 67.8％ 
処理場やポンプ場の耐震化の進捗を確認する指標。 

 耐震化対象の構造物（289）のうち、6 つの構造物の耐震化を目指す。   
管きょ施設耐震化率 67.2% 67.7％ 
重要な管きょ施設の耐震化の進捗を確認する指標。 
314.4km のうち、2030（令和 12）年度までに 1.5km の耐震化を目指す。   
野田ポンプ場建設にかかる事業進捗率 25.9％ 66.7％ 
野田地区施設再構築事業における進捗を確認する指標。 
2036（令和 18）年度の供用開始に向け、66.7％の事業完了を目指す。   
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 取り組みの基本方針 ３ 経営の効率化と安定的な事業運営  

安定的な事業運営を行うため、下水道使用料や受益者負担金の確実な徴収に加えて、デジタル
技術を活用した業務効率化などによる一層の経営基盤の強化を図るとともに、事業運営に必要
な人材の確保や下水道事業への利用者の理解と協力を得るための広報活動を行います。また、事
務の共同化などにより、広域連携を推進し、地域全体の安定的な事業運営に貢献します。 
 

主な取り組み 
①経営基盤の強化 

○新たな官民連携手法（水の官民連携）の導入 
○新技術の導入による業務効率化手法の検討 
○財政状況を踏まえた下水道使用料の見直し 
○使用料収入以外の財源確保 
 

②人材の確保・育成 

○外部研修への積極的な参加による専門人材の養成 
 

③利用者サービスの向上 

○丁寧な利用者対応やニーズの把握 
○下水道事業への理解促進のための広報活動や参加型イベントの開催 
○ICT の活用等による利便性の向上 

 
④広域連携の推進 

○事務の共同化などの新たな業務効率化手法の検討 
 
 
 
 

指 標 
現状値 
2024 

（R6） 

目標値 
2030

（R12） 
経費回収率 104.3% 100%以上 
汚水処理にかかる収益を経費で除した、財政状況の健全性を確認する指標。 
収益が経費を上回る 100％以上を目指す。   
企業債残高対事業規模比率 515.9％ 

類似団体 
平均以下※ 

借り入れた企業債残高の健全性を確認する指標。 
類似団体平均以下となることを目指す。  

 

※企業債残高対事業規模比率は、毎年度の類似団体平均を確認し、それ以下となることを目指します。なお、2024
（令和６）年度の類似団体平均は 624.62%です。  
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３．事業計画（投資試算） 

  基本計画で掲げた取り組みのうち、事業費が大きく、かつ計画的に実施する投資的な事業に
ついて、事業内容および事業費を事業計画として定めます。 

 
（１）公共下水道拡張事業（第 11 次） 

下水道の整備区域を拡張する事業です。 
 

①事業内容 
ア．未普及対策事業 

○既に整備を開始している橋良地区、牛川地区の下水道を整備します。また、東三ノ輪地
区の整備に着手します。 

   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

橋良地区の整備（ha） 1.9 0.3 1.6 0.1 1.5 5.4 
牛川地区の整備（ha） 10.4 10.5 6.5 6.5  33.9 
東三ノ輪地区の整備（ha）   ○ ○ ○ 44.0 

 
②事業費 

（単位：百万円） 

事業名 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ア.未普及対策事業 574 617 887 792 702 3,572 
合計 574 617 887 792 702 3,572 

 
  



- 53 - 
 

   

 序
章 

 

第
１
章 

事
業
概
要 

 

水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

第
２
章 

事
業
概
要 

 

下
水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

 

参
考
資
料 

 

 

 
（２）公共下水道再整備事業（第 3 次） 

下水道の既存施設の更新、耐震化などの機能強化、再構築を行う事業です。 
 

①事業内容 
ア．ストックマネジメント事業（管路施設） 

◎2025（令和 7）年度に実施した社会的影響が大きい管路施設を対象とした全国特別重
点調査で健全度が低いと判定された管路施設は、優先的に改築・修繕を行います。 

○ストックマネジメント計画に基づいた点検・調査を実施しで健全度が低いと判定され
た管きょの改築を行います。 

◎点検により老朽化が判明したマンホールについて、改築を行います。 
   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ストックマネジメント計画の見直し  ○ ○  ○ − 
特別重点調査結果に基づく 
管路施設の改築・修繕（km） 0.9 3.6 3.7 3.5 3.4 15.1 
ストックマネジメント計画に基づく 
管きょ施設の改築（km） 10.3 1.5 1.5 1.5 1.7 16.3 
マンホールの改築（基） 3 3    6 

     

 
イ．ストックマネジメント事業（処理場・ポンプ場） 

○処理場やポンプ場の老朽化設備の更新を行います。 
 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ストックマネジメント計画の見直し   ○ ○ ○ − 
設備更新（中島処理場） ○ ○ ○ ○  − 
設備更新（鍵田ポンプ場） ○     − 
設備更新（菰口ポンプ場） ○ ○ ○ ○  − 
設備更新（有楽ポンプ場） ○     − 
設備更新（牟呂ポンプ場） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（松島ポンプ場） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（八町中継ポンプ場）   ○   − 
設備更新（大山中継ポンプ場） ○  ○ ○  − 

   
※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 
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ウ．総合地震対策事業（管路施設） 

○総合地震対策計画に基づき、緊急輸送道路下などの重要な管路施設の耐震化等を行い
ます。 

◎上下水道耐震化計画に基づき、下水道システムの急所施設及び防災拠点、避難所等の
重要施設（202 施設）に接続する管路施設の耐震化を行います。 

 
 事業内容 2026 

R8 
2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

 総合地震対策計画       
 重要な管きょの耐震化（km） 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 2.4 
 マンホールの浮上防止対策（基）   11   11 
 上下水道耐震化計画       
 詳細診断 ○ ○ ○  ○ − 
 設計・工事 ○ ○ ○ ○ ○ − 

 
エ．総合地震対策事業（処理場・ポンプ場） 

○処理場及びポンプ場の構造物の耐震化を行います。 
   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

耐震化（菰口ポンプ場）  ○    − 
耐震化（鍵田ポンプ場） ○     − 
耐震化（有楽ポンプ場） ○ ○ ○   − 
耐震化（牟呂ポンプ場）  ○  ○ ○ − 
耐震化（前芝ポンプ場）     ○ − 
耐震化（八町中継ポンプ場）  ○  ○  − 
耐震化（松島ポンプ場）  ○  ○ ○ − 

 
オ．浸水対策事業 

◎浸水対策を計画的に進めるため、下水道雨水整備基本計画を策定します。 
○雨水排除能力不足を解消するための対策を行い、浸水被害の軽減に努めます。 

 
事業内容 2026 

R8 
2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

下水道雨水整備基本計画作成 ○ ○    − 
浸水対策   ○ ○ ○ − 

 

※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 
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カ．耐水化対策事業 

◎洪水、津波、内水、高潮により浸水被害が生じる可能性がある処理場及びポンプ場被害
を軽減するための耐水化を行います。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

耐水化（中島処理場） ○  ○   − 
耐水化（菰口ポンプ場）  ○    − 
耐水化（有楽ポンプ場） ○ ○  ○  − 
耐水化（牟呂ポンプ場） ○ ○  ○  − 
耐水化（前芝ポンプ場）  ○ ○  ○ − 
耐水化（羽根井ポンプ場）   ○ ○  − 
耐水化（下地中継ポンプ場） ○     − 
耐水化（松島ポンプ場）     ○ − 

 
キ．野田地区施設再構築事業 

○老朽化した野田処理場併設ポンプ場と菰口ポンプ場（合流）を廃止し、新たな合流雨水
ポンプ場を建設します。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

野田処理場の解体 ○ ○ ○ ○  − 
野田ポンプ場建設  ○   ○ − 

 
ク．中島処理場再構築事業（合流施設） 

○老朽化対策および構造自体の耐震化が必要な中島処理場合流水処理施設の全面更新を
行います。更新にあたっては、PPP/PFI 手法の活用を検討します。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

基礎調査   ○ ○  − 
基本設計     ○ − 

 
※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 
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②事業費 

（単位：百万円） 

 事業名 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ア. ストックマネジメント事業
（管路施設） 

4,124 4,742 4,644 4,663 4,698 22,871 

イ. ストックマネジメント事業
（処理場・ポンプ場） 

534 354 2,021 1,992 1,397 6,298 

ウ. 総合地震対策事業 
（管路施設） 

489 1,099 1,498 1,099 1,054 5,239 

エ. 総合地震対策事業 
（処理場・ポンプ場） 

186 145 45 205 380 961 

オ. 浸水対策事業 
 

12 23 32 37 40 143 

カ. 耐水化対策事業 
 

94 95 130 65 31 414 

キ. 野田地区施設再構築事業 
 

74 574 1,021 1,021 1,815 4,504 

ク. 中島処理場再構築事業 
（合流施設） 

0 0 20 20 30 70 

 合計 5,512 7,032 9,410 9,101 9,444 40,500 
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（３）地域下水道再整備事業（第 2 次） 

下水道の既存施設の更新、耐震化などの機能強化、再構築を行う事業です。 
 

①事業内容 
ア．ストックマネジメント事業（管路施設） 

○ストックマネジメント計画に基づいた定期的な点検・調査を実施します。 
   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ストックマネジメント計画の見直し  ○ ○  ○ − 
管路施設の調査    ○ ○ − 

 
イ．ストックマネジメント事業（処理場・ポンプ場） 

○処理場やポンプ場の老朽化設備の更新を行います。 
 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ストックマネジメント計画の見直し   ○ ○ ○ − 
設備更新（高根処理場） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（豊南処理場） ○ ○    − 
設備更新（五並処理場） ○ ○ ○   − 

      
 

ウ．総合地震対策事業（処理場・ポンプ場） 
○処理場やマンホールポンプ場の構造物の耐震化を行います。 

   

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

耐震化（五並処理場）  ○  ○  − 
耐震化（マンホールポンプ場） ○ ○  ○ ○ − 
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エ．耐水化対策事業 

◎洪水、津波、内水、高潮により浸水被害が生じる可能性がある処理場の被害を軽減する
ための耐水化を行います。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

耐水化（豊南処理場）   ○ ○  − 
耐水化（五並処理場） ○ ○ ○   − 

 
オ．農業集落排水施設最適整備事業 

○概ね 20 年を経過した農業集落排水施設を対象に、施設の機能診断を行い、診断結果を
もとに改築工事を行います。 

 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

最適整備構想の見直し     ○ − 
設備更新（野依処理区） ○ ○ ○   − 
設備更新（下条処理区） ○ ○ ○   − 
設備更新（石巻高井処理区）   ○ ○ ○ − 

 
カ．し尿処理施設等再整備事業 

○老朽化し、適切な施設運転に支障をきたす機器に対し、改築・更新を行います。 
 

事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

設備更新（野依台処理区） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（杉山御園処理区） ○ ○ ○ ○ ○ − 
設備更新（いずみが丘処理区） ○ ○ ○ ○ ○ − 

 
 
 

※本ビジョンにおける新たな取り組みは「◎」としています。 
 
  



- 59 - 
 

   

 序
章 

 

第
１
章 

事
業
概
要 

 

水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

第
２
章 

事
業
概
要 

 

下
水
道
事
業 

基
本
計
画 

 

 

事
業
計
画 

 

 

資
金
計
画 

 

 

財
政
見
通
し 

 

 

参
考
資
料 

 

 

 
キ．処理場再編・再構築事業 

○老朽化した施設の再編・再構築の手法を検討し、適正規模を踏まえた施設の建て替え
を行います。 

 

 事業内容 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

 天津処理区       
 既設管の更新 ○     − 
 新処理施設の建設・場内整備 ○ ○  ○  − 
 既存処理施設の解体   ○   − 

 
②事業費 

（単位：百万円） 

 事業名 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 合計 

ア. ストックマネジメント事業
（管路施設） 

0 10 0 4 15 29 

イ. ストックマネジメント事業
（処理場・ポンプ場） 

126 249 578 5 191 1,148 

ウ. 総合地震対策事業 
（処理場・ポンプ場） 

13 36 0 80 100 229 

エ. 耐水化対策事業 
 

18 17 46 15 0 96 

オ. 農業集落排水施設最適
整備事業 

70 70 78 38 43 298 

カ. し尿処理施設等再整備
事業 

68 255 166 147 256 892 

キ. 処理場再編・再構築事業 
 

44 145 28 6 0 222 

 合計 338 782 895 294 605 2,914 
 
 
 
  



- 60 - 
 

 
 

＜事業費の推移＞ 

   
  ※全ての事業の事業費を合計しています。 
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４．資金計画（財源試算） 

「５．財政見通し」を作成するにあたり、財源については次のように見込みました。 
 

（１）収益的収入 
  収益的収入における財源の見込みです。 
 

①下水道使用料 
※「１．事業概要」の「（４）将来需要予測」に基づき、金額を計上しています。 

（単位：百万円（税抜）） 

区分 2026 
R8 

2027 
R9 

2028 
R10 

2029 
R11 

2030 
R12 

1.基本使用料 1,291 1,295 1,300 1,306 1,310 
2.従量使用料 3,110 3,073 3,037 3,006 2,972 
3.下水道使用料（1＋２） 4,401 4,369 4,337 4,312 4,282 

 

区分 2031 
R13 

2032 
R14 

2033 
R15 

2034 
R16 

2035 
R17 

1.基本使用料 1,313 1,314 1,316 1,317 1,318 
2.従量使用料 2,935 2,897 2,858 2,823 2,786 
3.下水道使用料（1＋２） 4,247 4,211 4,174 4,140 4,105 

 
 

②他会計負担金 
地方公営企業法及び総務省の定める繰出基準に基づく一般会計からの繰入金を計上して

います。 
  ・地方公営企業法 第 17 条の２第 1 項第 1 号 
   その性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 

例）雨水処理負担金 
  ・地方公営企業法 第 17 条の２第 1 項第 2 号 

当該地方公営企業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをも
って充てることが客観的に困難であると認められる経費 
例）分流式下水道に要する経費 

  ・地方公営企業法 第 17 条の３ 
災害の復旧その他特別の理由により必要がある経費には、一般会計又は他の特別会計か
ら地方公営企業の特別会計に補助することができる  
例）児童手当費負担金 
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（２）資本的収入 
   資本的収入における財源の見込みです。 
 

①企業債 
   毎年度の借入額は、本市の企業債残高対事業規模比率が、類似団体平均を超えないように

計上しています。 
 
②負担金 

下水道受益者負担金、地方公営企業法に基づく一般会計からの繰入金を計上しています。 
・地方公営企業法 第 17 条の２第 1 項第 1 号 

その性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費 
例）バイオマス利活用センター費等一般会計負担金 

 
③国庫補助金等 

国庫補助金の補助対象となる事業について、現時点の補助制度に基づき計上しています。 
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５．財政見通し 

（１）財政見通しの考え方 
  

①収益的収入 
 「４．資金計画（財源試算）」に基づき計上しています。 
 
②収益的支出 
 ・人件費は、2026（令和 8）年度予算の職員定数に基づき、年１％の上昇を見込んで計上

しています。 
 ・物件費は、2026（令和 8）年度予算の費用をもとに、年１％の上昇を見込んで計上して

います。 
 ・減価償却費は、過去に取得した資産及び将来取得する見込みである資産をもとに計上し

ています。 
 ・支払利息は、過去に借り入れた企業債及び将来借り入れる見込みの企業債について、

2026（令和 8）年度予算の借り入れ条件をもとに計算した利息を計上しています。 
 
③資本的収入 
 ・「４．資金計画（財源試算）」に基づき計上しています。 
 
 
④資本的支出 

・建設改良費は、「３．事業計画（投資試算）」に基づき計上しています。 
  ・償還金は、過去に借り入れた企業債及び将来借り入れる見込みの企業債について、2026

（令和 8）年度予算の借り入れ条件をもとに計算した元金償還金を計上しています。 
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（２）財政見通し（現行使用料） 

 

１ 収益的収支（税抜） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

下水道使用料 4,401 4,369 4,337 4,312 5,288 5,246 5,202 5,157 5,781 5,732
他会計負担金 2,561 2,766 2,875 3,017 3,051 3,123 3,222 3,372 3,507 3,561
他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他収益 121 35 35 37 36 36 37 35 35 86
長期前受金戻入 2,143 2,177 2,222 2,207 2,190 2,184 2,187 2,290 2,323 2,342
計 9,226 9,347 9,469 9,573 10,565 10,589 10,648 10,854 11,646 11,721
人件費 685 686 693 700 707 714 721 728 735 743
物件費 2,942 2,984 3,031 3,177 3,205 3,316 3,331 3,349 3,404 3,402
減価償却費等 5,065 5,325 5,540 5,571 5,601 5,622 5,690 5,839 6,177 6,255
支払利息 483 525 586 674 749 823 862 927 979 1,027
受託事業費等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 9,175 9,520 9,850 10,122 10,262 10,475 10,604 10,843 11,295 11,427

51 △ 173 △ 381 △ 549 303 114 44 11 351 294
1,435 1,485 1,313 932 382 684 798 841 853 1,204

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,485 1,313 932 382 684 798 841 853 1,204 1,498

２ 資本的収支（税込） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

企業債 3,752 5,281 6,920 6,410 6,509 4,862 6,513 5,896 5,877 4,622
負担金 212 248 269 272 271 198 194 179 178 177
国庫補助金等 2,454 2,911 3,991 3,613 3,968 2,349 3,567 3,161 3,162 2,358
一般会計出資金 25 23 21 19 15 15 15 15 15 15
その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 6,443 8,463 11,201 10,314 10,763 7,424 10,289 9,251 9,232 7,172
拡張費 597 639 860 815 692 63 23 23 23 23
再整備費 5,815 7,800 10,297 9,369 9,936 7,127 10,049 8,984 9,076 6,942
一般建設改良費等 1,188 1,181 1,425 1,382 1,444 1,082 1,083 1,091 1,099 1,112
償還金 2,346 2,417 2,455 2,695 2,905 3,085 3,312 3,361 3,505 3,675
計 9,946 12,037 15,037 14,261 14,977 11,357 14,467 13,459 13,703 11,752

△ 3,504 △ 3,573 △ 3,836 △ 3,947 △ 4,214 △ 3,933 △ 4,178 △ 4,208 △ 4,471 △ 4,580
54 134 318 411 282 367 320 225 100 47

３ 内部留保資金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

1,485 1,313 932 382 684 798 841 853 1,204 1,498
54 134 318 411 282 367 320 225 100 47

1,539 1,447 1,250 793 966 1,165 1,161 1,077 1,304 1,545

積立金

区分      年度

収
益

費
用

損益
前年度繰越利益剰余金

積立金（予定処分）
繰越利益剰余金

区分      年度

収
入

支
出

差引不足額
差引不足額充当後 補填財源残額

区分      年度

繰越利益剰余金
補填財源 残額
内部留保資金 計
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・公営企業の貯金となる内部留保資金は、2030（令和 12）年度にマイナスとなるため、下

水道使用料の改定が必要です。 
  

４ 企業債残高 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

39,039 41,903 46,368 50,083 53,686 55,464 58,665 61,199 63,572 64,518

５ 一般会計繰入金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2,587 2,792 2,901 3,043 3,076 3,149 3,250 3,398 3,535 3,589
201 199 198 198 194 194 191 180 180 181

2,788 2,991 3,099 3,241 3,270 3,343 3,441 3,578 3,715 3,770

※バイオマス利活用センター運営事業負担金を含む

区分      年度

収益的収入
資本的収入
一般会計繰入金 計

企業債残高 計

区分      年度
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（３）財政見通し（今後の使用料改定後） 
 

①使用料改定の考え方 
ア．算定期間 

算定期間とは、使用料算定の基礎となる原価（費用）を集計する期間のことです。算定
期間は下水道使用料算定の基本的な考え方（日本下水道協会）において 3〜5 年程度が適
当とされており、算定期間が長期になるほど、経済動向や需要の推移など不確定要素を
多く含むことから、算定期間は４年とします。 

 
イ．内部留保資金の水準 

内部留保資金がマイナスとなってしまうと、事業継続に支障をきたすため、内部留保資
金がマイナスとなる前に改定を行うことが必要です。ただし、大規模災害など、一定期間
使用料収入が途絶えてしまうことも考慮し、備えるべき内部留保資金の水準を今後検討
する必要があります。 

 
②使用料改定の想定 

    今後必要となる費用等を見込み作成した財政見通しをもとに試算すると、2030（令和
12）年度（改定率約 25％）及び 2034（令和 16）年度（改定率約 13％）に使用料改定
が必要になります。実際の使用料改定にあたっては、各事業の進捗や経費削減効果を踏
まえて財政状況の見通しを適宜更新し、適切な改定の時期や率を検討します。 
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 ③財政見通し（2030(令和 12)年度および 2034(令和 16)年度の使用料改定後） 
 

 

１ 収益的収支（税抜） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

下水道使用料 4,401 4,369 4,337 4,312 5,288 5,246 5,202 5,157 5,781 5,732
他会計負担金 2,561 2,766 2,875 3,017 3,051 3,123 3,222 3,372 3,507 3,561
他会計補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受託事業収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他収益 121 35 35 37 36 36 37 35 35 86
長期前受金戻入 2,143 2,177 2,222 2,207 2,190 2,184 2,187 2,290 2,323 2,342
計 9,226 9,347 9,469 9,573 10,565 10,589 10,648 10,854 11,646 11,721
人件費 685 686 693 700 707 714 721 728 735 743
物件費 2,942 2,984 3,031 3,177 3,205 3,316 3,331 3,349 3,404 3,402
減価償却費等 5,065 5,325 5,540 5,571 5,601 5,622 5,690 5,839 6,177 6,255
支払利息 483 525 586 674 749 823 862 927 979 1,027
受託事業費等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 9,175 9,520 9,850 10,122 10,262 10,475 10,604 10,843 11,295 11,427

51 △ 173 △ 381 △ 549 303 114 44 11 351 294
1,435 1,480 1,308 927 377 680 793 837 848 1,199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,480 1,308 927 377 680 793 837 848 1,199 1,493

２ 資本的収支（税込） （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

企業債 3,752 5,281 6,920 6,410 6,509 4,862 6,513 5,896 5,877 4,622
負担金 212 248 269 272 271 198 194 179 178 177
国庫補助金等 2,454 2,911 3,991 3,613 3,968 2,349 3,567 3,161 3,162 2,358
一般会計出資金 25 23 21 19 15 15 15 15 15 15
その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 6,443 8,463 11,201 10,314 10,763 7,424 10,289 9,251 9,232 7,172
拡張費 597 639 860 815 692 63 23 23 23 23
再整備費 5,815 7,800 10,297 9,369 9,936 7,127 10,049 8,984 9,076 6,942
一般建設改良費等 1,188 1,181 1,425 1,382 1,444 1,082 1,083 1,091 1,099 1,112
償還金 2,346 2,417 2,455 2,695 2,905 3,085 3,312 3,361 3,505 3,675
計 9,946 12,037 15,037 14,261 14,977 11,357 14,467 13,459 13,703 11,752

△ 3,504 △ 3,573 △ 3,836 △ 3,947 △ 4,214 △ 3,933 △ 4,178 △ 4,208 △ 4,471 △ 4,580
54 134 318 411 282 367 320 225 100 47

３ 内部留保資金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

1,480 1,308 927 377 680 793 837 848 1,199 1,493
54 134 318 411 282 367 320 225 100 47

1,534 1,442 1,245 788 961 1,161 1,157 1,072 1,300 1,540

積立金

区分      年度

収
益

費
用

損益
前年度繰越利益剰余金

積立金（予定処分）
繰越利益剰余金

区分      年度

収
入

支
出

差引不足額
差引不足額充当後 補填財源残額

区分      年度

繰越利益剰余金
補填財源 残額
内部留保資金 計
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４ 企業債残高 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

39,039 41,903 46,368 50,083 53,686 55,464 58,665 61,199 63,572 64,518

５ 一般会計繰入金 （単位：百万円）
2026
R8

2027
R9

2028
R10

2029
R11

2030
R12

2031
R13

2032
R14

2033
R15

2034
R16

2035
R17

2,587 2,792 2,901 3,043 3,076 3,149 3,250 3,398 3,535 3,589
201 199 198 198 194 194 191 180 180 181

2,788 2,991 3,099 3,241 3,270 3,343 3,441 3,578 3,715 3,770

区分      年度

収益的収入
資本的収入
一般会計繰入金 計

企業債残高 計

区分      年度
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１．用語解説 

 
あ I C T

アイシィーティー
 

 
コンピュータやインターネット技術などを活用したコミュニケーション。「Information and 

Communication Technology」の略で「情報通信技術」と呼ばれる。 

 愛知
あいち

県 営
けんえい

水 道
すいどう

 
 愛知県が運営する水道用水供給事業で、木曽川、矢作川、豊川の３水系を水源としている。 

お 汚水
おすい

処理
しょり

人 口
じんこう

普 及 率
ふきゅうりつ

 

 
汚水処理人口（排水人口に浄化槽設置済みの人口を加算した人口）を行政区内人口（豊橋市総

人口）で除した普及率。 

 汚水
おすい

処理
しょり

水 量
すいりょう

 
 下水処理場で処理した水量から雨水を除いた水量。 

か 管
かん

種 別
しゅべつ

更 新
こうしん

基 準
きじゅん

年 数
ねんすう

 

 
公営企業会計での法定耐用年数（管路は一律４０年）とは別に、更新実績を踏まえた実使用年

数に基づく更新基準を管種ごとに定めたもの。 

き 基幹管
きかんかん

路
ろ

 
 水道管のうち、「導水管」、「送水管」、「配水本管」の総称。 

 企 業 債
きぎょうさい

 

 
地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるために、地方公共団体が借り入

れる債務。 

 急 所
きゅうしょ

施設
しせつ

 

 
浄水場や処理場など、上下水道システムの全体に影響を与えるような急所となる施設。各自

治体が策定する「上下水道耐震化計画」において定めている。 

 給 水
きゅうすい

戸数
こすう

 
 給水契約を結んでいる戸数。 

 給 水
きゅうすい

人 口
じんこう

 
 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。 

 給 水
きゅうすい

人 口
じんこう

普 及 率
ふきゅうりつ

 
 給水人口を行政区内人口（豊橋市総人口）で除した普及率。 

 緊 急
きんきゅう

輸送
ゆそう

道路
どうろ

 

 

災害直後から、避難、救助、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重

要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路。 
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く 繰 入 金
くりいれきん

 

 

水道事業及び下水道事業における費用のうち、公共的役割に相当する費用に対し、一般会計

（税金）から水道事業及び下水道事業会計に支払われるもの。水道及び下水道の利用者が負

担することになじまない公共的役割に相当する費用は、公費負担（一般会計の負担）とされて

いる。  

 繰 越
くりこし

利益
りえき

剰 余
じょうよ

金
きん

 
 前年度以前から積み上げてきた利益の合計額。 

け 経 常
けいじょう

収 益
しゅうえき

 

 
水道料金や下水道使用料などの本来の営業活動により得られる営業収益と、預金利息や一般

会計からの繰入金などの本来の営業活動以外で得られる営業外収益の合計。 

 経 常
けいじょう

費用
ひよう

 

 
人件費や修繕費、委託料、減価償却費などの本来の営業活動により生じる営業費用と、企業債

利息などの本来の営業活動以外で生じる営業外費用の合計額。 

 下水
げすい

汚泥
おでい

、し 尿
しにょう

・浄 化 槽
じょうかそう

汚泥
おでい

 

 

下水処理場において、処理の過程で最初沈殿池や最終沈殿池で沈殿し取り除かれる泥状の物

質が下水汚泥。個別住宅や集合住宅における未処理のし尿や浄化槽から発生した泥状の物質

で、バキューム車で収集したものをし尿・浄化槽汚泥と呼ぶ。どちらもバイオマス利活用セン

ターで生ごみと混合しメタン発酵させて、バイオマス発電の原料となる。 

 下水道
げすいどう

未普及
みふきゅう

地区
ち く

 
 下水道の整備を計画している地区のうち、下水道が整備されていない地区。 

 減 価 償 却
げんかしょうきゃく

 

 
使用によって減少していく固定資産の経済的価値を、その資産が通常使用に耐える年数（耐

用年数）にわたって毎年度の費用として配分すること。 

こ 公 営
こうえい

企 業
きぎょう

 

 
地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として行う事業について、主にその経費を経営に

伴う収入をもって賄うことを原則として、直接経営する企業。 

 公 営
こうえい

企 業
きぎょう

会 計
かいけい

 
 公営企業のうち、地方公営企業法が適用される企業の会計。 

 公 共 下
こうきょうげ

水 道
すいどう

 

 
下水道法に基づく、下水処理のための施設および事業。農業集落排水施設、し尿処理施設等

は、これに含まれない。特定環境保全公共下水道は下水道法に基づく施設であるが、これを含

まない場合に「狭義の公共下水道」とよばれる。国土交通省が所管している。 

 合 流 式 下
ごうりゅうしきげ

水 道
すいどう

（合流/合流管） 

 
汚水、雨水を分離することなく同じ下水管路施設で排除する方式の下水道。降雨量が多くな

ると未処理下水の一部を河川に放流する。（⇔分流式） 
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し 自己
じ こ

水 源
すいげん

の涵 養
かんよう

・保全
ほぜん

 
 地下水などの取水量を適正に保ち、自己水源の保全を行うこと。 

 持続
じぞく

可能
かのう

な開 発
かいはつ

目 標
もくひょう

（ S D G s
エスディージーズ

) 

 
Sustainable Development Goals の略。2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記された、2016（平成 28）年から 2030（令

和 12）年までの国際目標。 

 し 尿
しにょう

処理
しょり

施設
しせつ

等
とう

 
 公共下水道や農業集落排水施設にあてはまらない、小規模な下水道。環境省が所管している。 

 資本的
しほんてき

収 支
しゅうし

 
 施設や設備の整備拡充・改良を行うための収入及び支出。 

 収 益 的
しゅうえきてき

収 支
しゅうし

 
 企業の経常的な経営活動に伴い発生する収入とそれに対応する支出。 

 重 要
じゅうよう

施設
しせつ

 

 
医療機関や避難所など、災害時に上下水道機能の確保が必要な施設。各自治体が策定する「上

下水道耐震化計画」において定めている。豊橋市では 269 施設（うち上下水道は 202 施設、

水道のみが 67 施設）設定している。 

 受 益 者
じゅえきしゃ

負担
ふたん

金
きん

 

 
公共下水道整備事業により整備される区域内の土地所有者などに当該事業に要する費用の一

部をその土地の面積に応じて負担をしてもらうもの。 

 上 下
じょうげ

水 道
すいどう

事 業
じぎょう

継 続
けいぞく

計 画
けいかく

（ B C P
ビーシーピー

) 

 
大規模地震などの被災時においても上下水道事業を継続させるため、災害時の活動内容や活

動体制などを定めた行動計画。 

 浸 水
しんすい

防 除
ぼうじょ

 
 大雨により家屋などが水に浸かることを防いだり除いたりすること。 

す 水洗化
すいせんか

人 口
じんこう

 
 下水道に接続して実際に使用している人口 

 水洗化
すいせんか

戸数
こすう

 
 下水道に接続して実際に使用している戸数。 

 水 道
すいどう

G L P
ジーエルピー

 

 
水道水質検査優良試験所規範（Good Laboratory Practice）の略で、公益社団法人日本水道協

会が定めた水質検査の品質保証の基準。 

 ストックマネジメント計 画
けいかく

 

 
施設の重要度に基づく被害規模（影響度）や、施設の不具合の発生確率などからリスク評価を

行い、対策の優先順位を設定した下水道施設の改築・更新計画。 

 スマートメーター 
 遠隔で検針値などの水量データを取得できる水道メーター。豊橋市では、公共施設のほか、一
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部の民間住宅で設置されている。 

そ 総処理
そうしょり

水 量
すいりょう

 
 下水処理場で処理した水量の合計。汚水処理水量に雨水の水量が加算されたもの。 

 送 水 管
そうすいかん

 
 浄水場から配水池に水道水を送るための管路。 

 総 配 水 量
そうはいすいりょう

 
 浄水場などから配水された水量。 

た 耐 震 性
たいしんせい

貯 水 槽
ちょすいそう

 

 
地震時における飲料水の応急給水と火災消火用水に使用することを目的として耐震、耐圧設

計によって築造された貯留施設。 

ち 貯 水 槽
ちょすいそう

水 道
すいどう

 
 水道水を一度貯水槽に貯めてから給水する方式。ビルや集合住宅などで設置される。 

と 導 水 管
どうすいかん

 
 取水施設で取り入れた原水を浄水場まで送る管路。 

 特定
と く て い

環境
か ん き ょ う

保全
ほ ぜ ん

公共下
こ う き ょ う げ

水道
す い ど う

 
 公共下水道のうち、市街化区域以外の小規模な地区において整備された下水道。 

 豊橋市
とよはしし

公 共
こうきょう

施設
しせつ

等
とう

総 合
そうごう

管理
かんり

方 針
ほうしん

 

 
本市が保有する建物や道路、橋りょうなどの公共施設などについて、長期的かつ総合的な管

理の方針を定めたもの。 

 豊橋市
とよはしし

総 合
そうごう

計 画
けいかく

 

 
豊橋市が自主的かつ総合的なまちづくりを計画的に進めるため、まちづくりの長期的な目標

や具体的な事業計画を明らかにするもの。第６次総合計画は、2021（令和 3）年 3 月に策定

され、2021（R3）年度から 2030（令和 12）年度までを計画期間としている。 

な 内 水
ないすい

氾 濫
はんらん

 

 
河川へ排水する川や下水道の排水能力の不足などが原因で、降った雨を排水処理できずに引

き起こされる氾濫。河川の堤防から水が溢れる場合を「外水氾濫」という。 

 内部
ないぶ

留 保
りゅうほ

資金
しきん

 
 企業内に留保されている資金であり、繰越利益剰余金と補填財源残額の合計額。 

の 農 業
のうぎょう

集 落
しゅうらく

排 水
はいすい

施設
しせつ

 
 農業振興地域において整備された小規模下水道。農林水産省が所管。 

は バイオマス 
 再生可能な生物由来の有機性資源のうち、化石資源を除いたものの総称。 

 排 水
はいすい

戸数
こすう

 
 下水道を使用できる戸数。 

 排 水
はいすい

人 口
じんこう

 
 下水道を使用できる人口。 

 排 水
はいすい

人 口
じんこう

普 及 率
ふきゅうりつ
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 排水人口を行政区内人口（豊橋市総人口）で除した普及率。 

 配 水 管
はいすいかん

 

 
配水池などから各家庭等に水道水を供給するための管路。主要となる管路を「配水本管」、配

水本管から細かく分配する管路を「配水支管」という。 

ふ 分 流 式 下
ぶんりゅうしきげ

水 道
すいどう

 
 汚水と雨水を別々の管路施設で排除する方式の下水道。（⇔合流式） 

ほ 補填
ほてん

財 源
ざいげん

 
 資本的収入でまかなえない資本的収支の不足額を補填するための財源。 

み 水
みず

の官民
かんみん

連携
れんけい

（ウォーター P P P
ピーピーピー

） 

 

2023（令和５）年に国が示した、水道、下水道施設の維持管理における新たな官民連携の方

式。①長期契約、 ②性能発注、 ③維持管理と更新の一体マネジメント、 ④プロフィットシ

ェア、の４つがこの方式の要件とされている。 

ゆ 有機
ゆうき

フッ素
ふ っ そ

化合物
かごうぶつ

（PFOS
ピーフォス

及びPFOA
ピーフォア

） 

 
フッ素樹脂の助剤や撥水・撥油剤、泡消火剤の製造等で幅広く使用されている物質で、環境中

で分解されにくく、蓄積性の高い物質。人体の健康へのさまざまなリスクが指摘されており、

現在、国内外において製造、使用等が制限されている。 

 有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう

 

 
水道料金・下水道使用料徴収の対象となる水量。各家庭等でのメーターで集計した水量の合

計。 

る 類似
るいじ

団 体
だんたい

平 均
へいきん

 

 

水道、下水道事業を全国の他自治体と比較する際に、比較の対象とする類似の団体。総務省の

分類による。本市の水道事業は「給水人口 30 万人以上（A1）」、下水道事業（公共下水道）は

「処理区内人口 10 万人以上かつ処理区域内人口密度区分 50 人/ha 以上かつ供用開始 30 年

以上（Ac1）」の区分となる。 
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２．経営比較分析表 

「経営及び施設の状況」にて示した以外のものを記載します。 
 
（１）水道事業 

①経常収支比率(％) 
 収入に対する支出の割合を示す指標であり、100％を上回ると黒字で、高いほど黒字幅が大
きいことを示します。本市は類似団体平均を下回っており、低下傾向にあります。主な要因は、
水道料金収入が減少した一方、動力費や受水費などの費用が増加したためです。 

    
 
②累積欠損金比率(％) 

収入に対する累積した赤字額の割合を示す指標で、0％でない場合には、赤字の累積がある
ことを示します。本市では赤字の累積は発生しておらず、健全な経営ができています。 
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③流動比率(％) 

1 年以内の借入返済額に対する、現金の支払い能力を示す指標で、100%以上であれば、借
入返済額よりも支払い能力の方が高いことを示します。本市は類似団体平均を下回っており、
低下傾向にありますが、100％を超えており、十分な支払能力を有しています。 

  
 

④管路経年化率(％) 
水道管路の耐用年数に対する、経過年数の割合を示す指標で、高いほど、管路が老朽化して

いることを示します。本市は類似団体平均を上回っており、上昇傾向にあるため、計画的な更
新を行っていく必要があります。 
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⑤管路更新率(％) 

水道管路の全体の延長に対する、毎年度の更新延長の割合を示す指標で、高いほど当該年度
で多くの管路を更新していることを示します。本市は類似団体平均を下回っており、低下傾向
にあります。主な要因は、大口径管路の工事を推進していることにより更新延長が伸びないた
めです。 
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（２）下水道事業 

 
①経常収支比率(％) 
 収入に対する支出の割合を示す指標であり、100％を上回ると黒字で、高いほど黒字幅が大
きいことを示します。本市は類似団体平均を下回っており、低下傾向にあります。主な要因は、
雨水処理負担金等の増加により経常収益が増加した一方で、動力費や減価償却費等の経常費
用が大きく増加したためです。 

  
 
②累積欠損金比率(％) 

収入に対する累積した赤字額の割合を示す指標で、0％でない場合には、赤字の累積がある
ことを示します。本市では赤字の累積は発生しておらず、健全な経営ができています。   
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③流動比率(％)  
1 年以内の借入返済額に対する、現金の支払い能力を示す指標で、100%以上であれば、借

入返済額よりも支払い能力の方が高いことを示します。本市は類似団体平均を上回っており、
上昇傾向にあります。2023（令和 5）年度から 100％を超えており、十分な支払い能力を有し
ています。 

  
 

④水洗化率（％） 
下水道整備済み区域内に居住する人口のうち、下水道を利用している人口の割合を示す指

標です。本市は類似団体平均を上回っており、100%に近い水準にあります。 
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⑤管渠老朽化率(％) 

下水道管路施設の耐用年数に対する、経過年数の割合を示す指標で、高いほど、管路施設が
老朽化していることを示します。本市は類似団体平均を上回っており、上昇傾向にあるため、
計画的な改築・更新を行っていく必要があります。 

  
 
 

⑥管渠改善率(％) 
下水道管路施設の全体の延長に対する、毎年度の更新延長の割合を示す指標で、高いほど当

該年度で多くの管路施設を更新していることを示します。管路施設の改築・更新が本格化した
2023（令和５）年度以降、大きく上昇し、類似団体平均を上回っています。 
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３．組織 

 
（１）機構 
 

水道事業及び下水道事業管理者/上下水道局長 
    

  上下水道局次長 
    
  経 営 課 職員、給与、研修、庁舎管理、 
  【水道/下水道】 予算決算、契約、出納 

  営 業 課 検針、普及促進、負担金、 
  【水道/下水道】 給水装置・排水設備、承認工事 

  浄 水 課 水道施設等維持管理・整備、 
  【水道】 水質管理 

  水 道 管 路 課 水道管維持管理・整備、 
  【水道】 漏水防止・調査 

  下水道施設課 処理場等維持管理・整備、 
  【下水道】 水質監視 

  下水道整備課 計画、下水道管維持管理・整備 
  【下水道】  

 
 
（２）職員定数 

186 人（その他再任用短時間勤務職員 16 人）※管理者含む 
うち水道事業会計  88 人（その他再任用短時間勤務職員 9 人） 
うち下水道事業会計 98 人（その他再任用短時間勤務職員 7 人） 

  ※令和８年度予算書より 
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４．改定の経緯 

 
（１）会議等の開催経緯 
 

年月日  会議および主な内容 
2024（令和 6）年 7 月 29 日 令和６年度第１回豊橋市上下水道事業経営検討委員会 

・「上下水道ビジョン 2021-2030」の見直しについて 

2025（令和 7）年 1 月 31 日 令和 6 年度第 2 回豊橋市上下水道事業経営検討委員会 
・「上下水道ビジョン 2021-2030」の骨子案について 

 ７月１日 令和 7 年度第 1 回豊橋市上下水道事業経営検討委員会 
・「上下水道ビジョン 2021-2030」の素案について 

 
 
（２）豊橋市上下水道事業経営検討委員会委員名簿 

役 職 氏 名 所  属 

委 員 伊藤 友之 豊橋農業協同組合 代表理事組合長 

委 員 加藤 智久 豊橋商工会議所 常務理事 

会 長 齊藤 由里恵 中京大学 准教授  

委 員 鈴木 由紀子 豊橋市民生委員児童委員協議会 副会長 

副会長 髙橋 大輔 （公社）東三河地域研究センター 常務理事 

委 員 藤城 ひろみ 豊橋女性団体連絡会 

委 員 諸石 光代 諸石公認会計士事務所 

委 員 若原 憲男 豊橋創造大学 准教授 

※敬称略、50 音順 
※若原委員は、令和 6 年 11 月から委嘱しています。 
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